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 町田市学校給食代替費補助金交付要綱の制定について 

  

町田市学校給食代替費補助金交付要綱の制定について報告いたします。 

 

１ 制定理由 

この要綱は、予算の範囲内において、アレルギーを有すること等の理由により学

校給食の代替として弁当等を持参する町田市立学校に就学する児童又は生徒の保

護者に対し、その弁当等に係る経費の一部を補助することにより、保護者の経済的

負担の軽減を図ることを目的とする。 

 

２ 要旨 

補助対象者、補助対象経費、補助金の交付額その他必要な事項について定めてい

ます。 

 

３ 施行期日 

決裁の日から施行し、２０２５年１月８日から適用します。 

 

 

 

 

 

 

報告事項－１ 

（保健給食課） 
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町田市学校給食代替費補助金交付要綱 

第１ 趣旨 

この要綱は、補助金等の予算の執行に関する規則（昭和４２年３月町田市規則第

６号）及び町田市補助金等の交付に関する要綱（２０１７年４月１日施行）に定め

るもののほか、町田市学校給食代替費補助金（以下「補助金」という。）の交付に関

し必要な事項を定めるものとする。 

第２ 補助の目的 

補助金は、予算の範囲内において、アレルギーを有すること等の理由により学校

給食の代替として弁当その他の飲食物（以下「弁当等」という。）を持参する町田

市立学校（以下「学校」という。）に就学する児童又は生徒の保護者に対し、その

弁当等に係る経費の一部を補助することにより、保護者の経済的負担の軽減を図る

ことを目的とする。 

第３ 定義 

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

（１）学校給食 学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第４条の規定に基づき町

田市が実施する同法第３条第１項に規定する学校給食をいう。 

（２）保護者 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１６条に規定する保護者を

いう。 

（３）学校給食費 学校給食に係る学校給食法第１１条第２項に規定する学校給食費

をいう。 

第４ 補助対象者 

１ 補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げる要件を満

たす者（以下「対象児童生徒」という。）の保護者とする。 
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（１）学校に就学する児童又は生徒であること。 

（２）次のいずれかの理由により、学校給食の全部又は飲料以外の学校給食の提供

を受けていないこと。 

ア 食物アレルギーその他の疾患 

イ 宗教上の規律、慣習等 

ウ 学校給食の提供に必要な調理場等の施設に係る工事、点検等による学校給

食の提供の休止 

（３）学校給食の代替として、弁当等を持参していること。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、補

助の対象としない。 

（１）対象児童生徒又は対象児童生徒と同一世帯に属する者に係る学校給食費を滞

納しているとき。 

（２）国又は地方公共団体の負担において学校給食費その他の学校内で対象児童生

徒が喫食する昼食に係る経費の全部について補助を受けたとき。 

第５ 補助対象経費 

補助の対象となる経費は、対象児童生徒が学校給食の代替として持参する弁当等

に係る経費とする。 

第６ 補助金の交付額 

１ 補助金の交付額は、別表の左欄に掲げる提供を受けない学校給食及び同表の中

欄に掲げる対象児童生徒の学年の区分に応じ、対象児童生徒１人につき、それぞ

れ同表の右欄に定める１食当たりの額に、学校給食が実施された日及び工事等に

より学校給食が実施されなかった日において弁当等を持参した日数を乗じて得

た額の合計額とする。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、対象児童生徒が就学する学校内にお

いて喫食する昼食に係る費用の一部について、国又は地方公共団体の負担におい
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て補助を受けた場合は、補助金の交付額から当該補助を受けた額を除くものとす

る。 

第７ 様式 

  補助金の交付に関し必要な様式は、町田市補助金等の交付に関する要綱の規定に

かかわらず、市長が別に定める。 

第８ 補則 

この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この要綱は、２０２５年１月３１日から施行し、同月８日から適用する。 

２ この要綱は、２０２７年３月３１日限り、その効力を失う。 

（２０２５年１月８日から同年３月３１日までの間における１食当たりの額） 

３ ２０２５年１月８日から同年３月３１日までの間における町田市学校給食代替費

補助金交付要綱別表の規定の適用については、同表の１食当たりの額の欄に掲げる

額は、次の表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。 

１食当たりの額 読み替える額 

町田市立学校の学校給食費等に関する規則（令和元年９月町

田市規則第１７号。以下「規則」という。）第３条第１項第１

号に掲げる額 

２３０円 

規則第３条第１項第２号に掲げる額 ２４５円 

規則第３条第１項第３号に掲げる額 ２６５円 

規則第３条第１項第４号に掲げる額 ３１０円 

町田市立中学校の学校給食費等に関する規則第６条本文に規

定する額 

３１０円 
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規則第３条第１項第１号に掲げる額から東京都学校給食用牛

乳供給価格（当該額に 1 円未満の端数があるときは、これを

1 円に切り上げるものとする。以下同じ。）を減じて得た額 

１６７円 

規則第３条第１項第２号に掲げる額から東京都学校給食用牛

乳供給価格を減じて得た額 

１８２円 

規則第３条第１項第３号に掲げる額から東京都学校給食用牛

乳供給価格を減じて得た額 

２０２円 

規則第３条第１項第４号に掲げる額から東京都学校給食用牛

乳供給価格を減じて得た額 

２４７円 

別表（第６関係） 

提供を受けない学校給食 対象児童生徒の学年 １食当たりの額 

学校給食の全部 小学校の第１学年及び第

２学年 

町田市立学校の学校給

食費等に関する規則

（令和元年９月町田市

規則第１７号。以下

「規則」という。）第

３条第１項第１号に掲

げる額 

 小学校の第３学年及び第

４学年 

規則第３条第１項第２

号に掲げる額 

 小学校の第５学年及び第

６学年 

規則第３条第１項第３

号に掲げる額 

 規則第２条の２に規定す

る中学校の第１学年から

第３学年まで 

規則第３条第１項第４

号に掲げる額 
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 町田市立中学校の学校給

食費等に関する規則（平

成２０年１０月町田市教

育委員会規則第１３号）

第２条第２号に規定する

中学校の第１学年から第

３学年まで 

町田市立中学校の学校

給食費等に関する規則

第６条本文に規定する

額 

飲料以外の学校給食 小学校の第１学年及び第

２学年 

規則第３条第１項第１

号に掲げる額から東京

都学校給食用牛乳供給

価格（当該額に 1 円未

満の端数があるとき

は、これを 1 円に切り

上げるものとする。以

下同じ。）を減じて得

た額 

 小学校の第３学年及び第

４学年 

規則第３条第１項第２

号に掲げる額から東京

都学校給食用牛乳供給

価格を減じて得た額 

 小学校の第５学年及び第

６学年 

規則第３条第１項第３

号に掲げる額から東京

都学校給食用牛乳供給

価格を減じて得た額 

 規則第２条の２に規定す 規則第３条第１項第４



7 

 

る中学校の第１学年から

第３学年まで 

号に掲げる額から東京

都学校給食用牛乳供給

価格を減じて得た額 

  


